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１ 藤沢市食育推進会議設置要綱 
 

（目的及び設置） 

第１条 この要綱は、本市の食育に関する施策を総合的に推進するため「藤沢市食

育推進会議」（以下「推進会議」という）を置き、その運営について必要な事

項を定めることを目的とする。 

 

（所掌事務） 

第２条 推進会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）藤沢市食育推進計画の策定に関すること。 

（２）藤沢市食育推進計画に基づく施策の実施及び進行管理、評価に関すること。 

（３）食品の安全・安心確保に関すること。 

（４）その他食育の推進に関すること。 

 

（組織） 

第３条 推進会議の委員は２２人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから市長が

委嘱する。 

（１）医師の代表 

（２）歯科医師の代表 

（３）消費者団体の代表 

（４）食に関するボランティア団体の代表 

（５）生産・製造・流通関係者の代表 

（６）市民の代表 

（７）教育関係の代表 

（８）学識経験者 

（９）市職員 

（１０）その他市長が認めた者 

 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は２年以内とし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の

残任期間とする。ただし再任をさまたげない。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 推進会議に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、推進会議を代表する。 

 ３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠け

たときは、その職務を代理する。 
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（招集） 

第６条 推進会議は、市長の要請に基づき、委員長が招集する。 

 

（部会） 

第７条 会議の協議事項を具体的に検討するため、必要に応じて会議に専門部会を

設けることができる。 

 

（報酬） 

第８条 推進会議の委員の報酬は、藤沢市非常勤職員の報酬等に関する規則（昭和

４３年規則第２２号）第２条第３項に定めるところによる。ただし、第３条に

掲げる委員のうち第７号、第９号に規定する委員は無報酬とする。 

 

（庶務） 

第９条 推進会議は、藤沢市福祉健康部健康増進課において総括し及び処理する。 

 

（附則） 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 
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２ 藤沢市食育推進会議名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 任期：平成30年7月5日～令和2年3月31日 令和2年3月現在

選出母体    氏  名（敬称略）

　藤沢市医師会 　　佐久間 秀哉

　藤沢市歯科医師会      菊地　暁美

　神奈川県栄養士会      荒井　宏恵

  藤沢市食生活改善推進団体

  四ツ葉会
     青柳　清美

 さがみ農業協同組合      千々和　信一

 藤沢市技能職団体連絡協議会      鹿島　勇一

　食品流通販売企業      渋谷  典世

　公募      上野　章子

　公募      服部　佳苗

　藤沢市私立幼稚園協会      國尾　雪

　藤沢市学校保健会      千代　祐子

　神奈川県立学校長会議      萩谷　英明

　栄養・食生活関係
　学識経験者

  ◎ 石原　淳子

　職域栄養士 　　　林　静子

　特定給食施設 　　 三浦　宏樹

　藤沢市保健所   ○ 阿南　弥生子

事務局（庁内）

 有限会社萬福商事
 代表取締役

 農業水産課

 産業労働課
 経済部

 市民自治部

 環境総務課

 所長

 市民相談情報課

◎ 委員長　○ 副委員長（敬称略　順不同）

 麻布大学生命・環境科学部
 食品生命科学科　教授

 学校給食課

 教育指導課

健康増進課

　教育関係の代表

 －

 イトーヨーカ堂　藤沢店

 福祉健康部

 教育部

 保育課

 子ども健康課

   設置要綱における組織

　歯科医師の代表

　医師の代表

　学識経験者

 環境部

 子ども青少年部

　食に関するボランティア
　団体の代表

　その他市長が認めた者

　生産・製造・流通
　関係者の代表

　市民の代表

生活衛生課
 保健所

 保険年金課

 地域包括ケアシステム推進室

 －

 医療法人長谷川会
 湘南ホスピタル理事

 県立藤沢清流高等学校
 校長

 御所見小学校　養護教諭

 みくに幼稚園　園長

 日本精工株式会社 藤沢工場
 総務労働課　副主務

   役 職 等

 藤沢地区運営委員会事務局
 副事務局長

 会長

 地域活動事業部
 藤沢栄養士の会　さつき会

 地域保健部

 学校医担当理事
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３ 食育基本法 

平成 17 年 6月 17 日 法律第 63 号 

最終改正:平成 27 年 9 月 11 日 法律第 66 号 

 

目 次 

前文 

第一章 総則（第一条―第十五条） 

第二章 食育推進基本計画等 

（第十六条―第十八条） 

第三章 基本的施策 

（第十九条―第二十五条） 

第四章 食育推進会議等 

（第二十六条―第三十三条） 

附則 

 

 二十一世紀における我が国の発展のために

は、子どもたちが健全な心と身体を培い、未来

や国際社会に向かって羽ばたくことができる

ようにするとともに、すべての国民が心身の健

康を確保し、生涯にわたって生き生きと暮らす

ことができるようにすることが大切である。 

 子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生き

る力を身に付けていくためには、何よりも「食」

が重要である。今、改めて、食育を、生きる上

での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎

となるべきものと位置付けるとともに、様々な

経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選

択する力を習得し、健全な食生活を実践するこ

とができる人間を育てる食育を推進すること

が求められている。もとより、食育はあらゆる

世代の国民に必要なものであるが、子どもたち

に対する食育は、心身の成長及び人格の形成に

大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心

と身体を培い豊かな人間性をはぐくんでいく

基礎となるものである。 

 一方、社会経済情勢がめまぐるしく変化し、

日々忙しい生活を送る中で、人々は、毎日の

「食」の大切さを忘れがちである。国民の食生

活においては、栄養の偏り、不規則な食事、肥

満や生活習慣病の増加、過度の痩身志向などの

問題に加え、新たな「食」の安全上の問題や、

「食」の海外への依存の問題が生じており、

「食」に関する情報が社会に氾濫する中で、

人々は、食生活の改善の面からも、「食」の安

全の確保の面からも、自ら「食」のあり方を学

ぶことが求められている。また、豊かな緑と水

に恵まれた自然の下で先人からはぐくまれて

きた、地域の多様性と豊かな味覚や文化の香り

あふれる日本の「食」が失われる危機にある。 

 こうした「食」をめぐる環境の変化の中で、

国民の「食」に関する考え方を育て、健全な食

生活を実現することが求められるとともに、都

市と農山漁村の共生・対流を進め、「食」に関

する消費者と生産者との信頼関係を構築して、

地域社会の活性化、豊かな食文化の継承及び発

展、環境と調和のとれた食料の生産及び消費の

推進並びに食料自給率の向上に寄与すること

が期待されている。 

 国民一人一人が「食」について改めて意識を

高め、自然の恩恵や「食」に関わる人々の様々

な活動への感謝の念や理解を深めつつ、「食」

に関して信頼できる情報に基づく適切な判断

を行う能力を身に付けることによって、心身の

健康を増進する健全な食生活を実践するため

に、今こそ、家庭、学校、保育所、地域等を中

心に、国民運動として、食育の推進に取り組ん

でいくことが、我々に課せられている課題であ

る。さらに、食育の推進に関する我が国の取組

が、海外との交流等を通じて食育に関して国際

的に貢献することにつながることも期待され

る。 

 ここに、食育について、基本理念を明らかに

してその方向性を示し、国、地方公共団体及び

国民の食育の推進に関する取組を総合的かつ

計画的に推進するため、この法律を制定する。 
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   第一章 総則 

 

 （目的） 

第一条 この法律は、近年における国民の食生

活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯にわ

たって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐ

くむための食育を推進することが緊要な課題

となっていることにかんがみ、食育に関し、基

本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務

を明らかにするとともに、食育に関する施策の

基本となる事項を定めることにより、食育に関

する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって

現在及び将来にわたる健康で文化的な国民の

生活と豊かで活力ある社会の実現に寄与する

ことを目的とする。 

 

 （国民の心身の健康の増進と豊かな人間形

成） 

第二条 食育は、食に関する適切な判断力を養

い、生涯にわたって健全な食生活を実現するこ

とにより、国民の心身の健康の増進と豊かな人

間形成に資することを旨として、行われなけれ

ばならない。 

 

 （食に関する感謝の念と理解） 

第三条 食育の推進に当たっては、国民の食生

活が、自然の恩恵の上に成り立っており、また、

食に関わる人々の様々な活動に支えられてい

ることについて、感謝の念や理解が深まるよう

配慮されなければならない。 

 

 （食育推進運動の展開） 

第四条 食育を推進するための活動は、国民、

民間団体等の自発的意思を尊重し、地域の特性

に配慮し、地域住民その他の社会を構成する多

様な主体の参加と協力を得るものとするとと

もに、その連携を図りつつ、あまねく全国にお

いて展開されなければならない。 

 

 （子どもの食育における保護者、教育関係者

等の役割） 

第五条 食育は、父母その他の保護者にあって

は、家庭が食育において重要な役割を有してい

ることを認識するとともに、子どもの教育、保

育等を行う者にあっては、教育、保育等におけ

る食育の重要性を十分自覚し、積極的に子ども

の食育の推進に関する活動に取り組むことと

なるよう、行われなければならない。 

 

 （食に関する体験活動と食育推進活動の実

践） 

第六条 食育は、広く国民が家庭、学校、保育

所、地域その他のあらゆる機会とあらゆる場所

を利用して、食料の生産から消費等に至るまで

の食に関する様々な体験活動を行うとともに、

自ら食育の推進のための活動を実践すること

により、食に関する理解を深めることを旨とし

て、行われなければならない。 

 

 （伝統的な食文化、環境と調和した生産等へ

の配意及び農山漁村の活性化と食料自給率の

向上への貢献） 

第七条 食育は、我が国の伝統のある優れた食

文化、地域の特性を生かした食生活、環境と調

和のとれた食料の生産とその消費等に配意し、

我が国の食料の需要及び供給の状況について

の国民の理解を深めるとともに、食料の生産者

と消費者との交流等を図ることにより、農山漁

村の活性化と我が国の食料自給率の向上に資

するよう、推進されなければならない。 

 

 （食品の安全性の確保等における食育の役

割） 

第八条 食育は、食品の安全性が確保され安心

して消費できることが健全な食生活の基礎で

あることにかんがみ、食品の安全性をはじめと

する食に関する幅広い情報の提供及びこれに

ついての意見交換が、食に関する知識と理解を

深め、国民の適切な食生活の実践に資すること

を旨として、国際的な連携を図りつつ積極的に
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行われなければならない。 

 

 （国の責務） 

第九条 国は、第二条から前条までに定める食

育に関する基本理念（以下「基本理念」という。）

にのっとり、食育の推進に関する施策を総合的

かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有す

る。 

 

 （地方公共団体の責務） 

第十条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、

食育の推進に関し、国との連携を図りつつ、そ

の地方公共団体の区域の特性を生かした自主

的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

 

 （教育関係者等及び農林漁業者等の責務） 

第十一条 教育並びに保育、介護その他の社会

福祉、医療及び保健（以下「教育等」という。）

に関する職務に従事する者並びに教育等に関

する関係機関及び関係団体（以下「教育関係者

等」という。）は、食に関する関心及び理解の

増進に果たすべき重要な役割にかんがみ、基本

理念にのっとり、あらゆる機会とあらゆる場所

を利用して、積極的に食育を推進するよう努め

るとともに、他の者の行う食育の推進に関する

活動に協力するよう努めるものとする。 

２ 農林漁業者及び農林漁業に関する団体（以

下「農林漁業者等」という。）は、農林漁業に

関する体験活動等が食に関する国民の関心及

び理解を増進する上で重要な意義を有するこ

とにかんがみ、基本理念にのっとり、農林漁業

に関する多様な体験の機会を積極的に提供し、

自然の恩恵と食に関わる人々の活動の重要性

について、国民の理解が深まるよう努めるとと

もに、教育関係者等と相互に連携して食育の推

進に関する活動を行うよう努めるものとする。 

 

 （食品関連事業者等の責務） 

第十二条 食品の製造、加工、流通、販売又は

食事の提供を行う事業者及びその組織する団

体（以下「食品関連事業者等」という。）は、

基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自

主的かつ積極的に食育の推進に自ら努めると

ともに、国又は地方公共団体が実施する食育の

推進に関する施策その他の食育の推進に関す

る活動に協力するよう努めるものとする。 

 

 （国民の責務） 

第十三条 国民は、家庭、学校、保育所、地域

その他の社会のあらゆる分野において、基本理

念にのっとり、生涯にわたり健全な食生活の実

現に自ら努めるとともに、食育の推進に寄与す

るよう努めるものとする。 

 

 （法制上の措置等） 

第十四条 政府は、食育の推進に関する施策を

実施するため必要な法制上又は財政上の措置

その他の措置を講じなければならない。 

 

 （年次報告） 

第十五条 政府は、毎年、国会に、政府が食育

の推進に関して講じた施策に関する報告書を

提出しなければならない。 

 

   第二章 食育推進基本計画等 

 

 （食育推進基本計画） 

第十六条 食育推進会議は、食育の推進に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

食育推進基本計画を作成するものとする。 

２ 食育推進基本計画は、次に掲げる事項につ

いて定めるものとする。 

 一 食育の推進に関する施策についての基

本的な方針 

 二 食育の推進の目標に関する事項 

 三 国民等の行う自発的な食育推進活動等

の総合的な促進に関する事項 

 四 前三号に掲げるもののほか、食育の推進

に関する施策を総合的かつ計画的に推進

するために必要な事項 
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３ 食育推進会議は、第一項の規定により食育

推進基本計画を作成したときは、速やかにこれ

を農林水産大臣に報告し、及び関係行政機関の

長に通知するとともに、その要旨を公表しなけ

ればならない。 

４ 前項の規定は、食育推進基本計画の変更に

ついて準用する。 

 

 （都道府県食育推進計画） 

第十七条 都道府県は、食育推進基本計画を基

本として、当該都道府県の区域内における食育

の推進に関する施策についての計画（以下「都

道府県食育推進計画」という。）を作成するよ

う努めなければならない。 

２ 都道府県（都道府県食育推進会議が置かれ

ている都道府県にあっては、都道府県食育推進

会議）は、都道府県食育推進計画を作成し、又

は変更したときは、速やかに、その要旨を公表

しなければならない。 

 

 （市町村食育推進計画） 

第十八条 市町村は、食育推進基本計画（都道

府県食育推進計画が作成されているときは、食

育推進基本計画及び都道府県食育推進計画）を

基本として、当該市町村の区域内における食育

の推進に関する施策についての計画（以下「市

町村食育推進計画」という。）を作成するよう

努めなければならない。 

２ 市町村（市町村食育推進会議が置かれてい

る市町村にあっては、市町村食育推進会議）は、

市町村食育推進計画を作成し、又は変更したと

きは、速やかに、その要旨を公表しなければな

らない。 

 

   第三章 基本的施策 

 

 （家庭における食育の推進） 

第十九条 国及び地方公共団体は、父母その他

の保護者及び子どもの食に対する関心及び理

解を深め、健全な食習慣の確立に資するよう、

親子で参加する料理教室その他の食事につい

ての望ましい習慣を学びながら食を楽しむ機

会の提供、健康美に関する知識の啓発その他の

適切な栄養管理に関する知識の普及及び情報

の提供、妊産婦に対する栄養指導又は乳幼児を

はじめとする子どもを対象とする発達段階に

応じた栄養指導その他の家庭における食育の

推進を支援するために必要な施策を講ずるも

のとする。 

 

 （学校、保育所等における食育の推進） 

第二十条 国及び地方公共団体は、学校、保育

所等において魅力ある食育の推進に関する活

動を効果的に促進することにより子どもの健

全な食生活の実現及び健全な心身の成長が図

られるよう、学校、保育所等における食育の推

進のための指針の作成に関する支援、食育の指

導にふさわしい教職員の設置及び指導的立場

にある者の食育の推進において果たすべき役

割についての意識の啓発その他の食育に関す

る指導体制の整備、学校、保育所等又は地域の

特色を生かした学校給食等の実施、教育の一環

として行われる農場等における実習、食品の調

理、食品廃棄物の再生利用等様々な体験活動を

通じた子どもの食に関する理解の促進、過度の

痩身又は肥満の心身の健康に及ぼす影響等に

ついての知識の啓発その他必要な施策を講ず

るものとする。 

 

 （地域における食生活の改善のための取組の

推進） 

第二十一条 国及び地方公共団体は、地域にお

いて、栄養、食習慣、食料の消費等に関する食

生活の改善を推進し、生活習慣病を予防して健

康を増進するため、健全な食生活に関する指針

の策定及び普及啓発、地域における食育の推進

に関する専門的知識を有する者の養成及び資

質の向上並びにその活用、保健所、市町村保健

センター、医療機関等における食育に関する普

及及び啓発活動の推進、医学教育等における食
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育に関する指導の充実、食品関連事業者等が行

う食育の推進のための活動への支援等必要な

施策を講ずるものとする。 

 

 （食育推進運動の展開） 

第二十二条 国及び地方公共団体は、国民、教

育関係者等、農林漁業者等、食品関連事業者等

その他の事業者若しくはその組織する団体又

は消費生活の安定及び向上等のための活動を

行う民間の団体が自発的に行う食育の推進に

関する活動が、地域の特性を生かしつつ、相互

に緊密な連携力を図りながらあまねく全国に

おいて展開されるようにするとともに、関係者

相互間の情報及び意見の交換が促進されるよ

う、食育の推進に関する普及啓発を図るための

行事の実施、重点的かつ効果的に食育の推進に

関する活動を推進するための期間の指定その

他必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、食育の推進に当た

っては、食生活の改善のための活動その他の食

育の推進に関する活動に携わるボランティア

が果たしている役割の重要性にかんがみ、これ

らのボランティアとの連携協力を図りながら、

その活動の充実が図られるよう必要な施策を

講ずるものとする。 

 

 （生産者と消費者との交流の促進、環境と調

和のとれた農林漁業の活性化等） 

第二十三条 国及び地方公共団体は、生産者と

消費者との間の交流の促進等により、生産者と

消費者との信頼関係を構築し、食品の安全性の

確保、食料資源の有効な利用の促進及び国民の

食に対する理解と関心の増進を図るとともに、

環境と調和のとれた農林漁業の活性化に資す

るため、農林水産物の生産、食品の製造、流通

等における体験活動の促進、農林水産物の生産

された地域内の学校給食等における利用その

他のその地域内における消費の促進、創意工夫

を生かした食品廃棄物の発生の抑制及び再生

利用等必要な施策を講ずるものとする。 

 

 （食文化の継承のための活動への支援等） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、伝統的な

行事や作法と結びついた食文化、地域の特色あ

る食文化等我が国の伝統のある優れた食文化

の継承を推進するため、これらに関する啓発及

び知識の普及その他の必要な施策を講ずるも

のとする。 

 

 （食品の安全性、栄養その他の食生活に関す

る調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、すべての

世代の国民の適切な食生活の選択に資するよ

う、国民の食生活に関し、食品の安全性、栄養、

食習慣、食料の生産、流通及び消費並びに食品

廃棄物の発生及びその再生利用の状況等につ

いて調査及び研究を行うとともに、必要な各種

の情報の収集、整理及び提供、データベースの

整備その他食に関する正確な情報を迅速に提

供するために必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、食育の推進に資す

るため、海外における食品の安全性、栄養、食

習慣等の食生活に関する情報の収集、食育に関

する研究者等の国際的交流、食育の推進に関す

る活動についての情報交換その他国際交流の

推進のために必要な施策を講ずるものとする。 

 

   第四章 食育推進会議等 

 

 （食育推進会議の設置及び所掌事務） 

第二十六条 農林水産省に、食育推進会議を置

く。 

２ 食育推進会議は、次に掲げる事務をつかさ

どる。 

 一 食育推進基本計画を作成し、及びその実

施を推進すること。 

 二 前号に掲げるもののほか、食育の推進に

関する重要事項について審議し、及び食育

の推進に関する施策の実施を推進するこ

と。 
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 （組織） 

第二十七条 食育推進会議は、会長及び委員二

十五人以内をもって組織する。 

 

 （会長） 

第二十八条 会長は、農林水産大臣をもって充

てる。 

２ 会長は、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその

指名する委員がその職務を代理する。 

 

 （委員） 

第二十九条 委員は、次に掲げる者をもって充

てる。 

 一 農林水産大臣以外の国務大臣のうちか

ら、農林水産大臣の申出により、内閣総

理大臣が指定する者 

 二 食育に関して十分な知識と経験を有す

る者のうちから、農林水産大臣が任命す

る者 

２ 前項第二号の委員は、非常勤とする。 

 

 （委員の任期） 

第三十条 前条第一項第二号の委員の任期は、

二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

２ 前条第一項第二号の委員は、再任されるこ

とができる。 

 

 （政令への委任） 

第三十一条 この章に定めるもののほか、食育

推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、

政令で定める。 

 

 （都道府県食育推進会議） 

第三十二条 都道府県は、その都道府県の区域

における食育の推進に関して、都道府県食育推

進計画の作成及びその実施の推進のため、条例

で定めるところにより、都道府県食育推進会議

を置くことができる。 

２ 都道府県食育推進会議の組織及び運営に

関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。 

 

 （市町村食育推進会議） 

第三十三条 市町村は、その市町村の区域にお

ける食育の推進に関して、市町村食育推進計画

の作成及びその実施の推進のため、条例で定め

るところにより、市町村食育推進会議を置くこ

とができる。 

２ 市町村食育推進会議の組織及び運営に関

し必要な事項は、市町村の条例で定める。 

 

  

   附 則 抄 

 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一

月を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。 

 

   附 則 抄 

（平成二一年六月五日法律第四九号） 

 

 (施行期日) 

第一条 この法律は、消費者庁及び消費者委員

会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施

行の日から施行する。 

 

附 則 抄 

（平成二七年九月一一日法律第六六号） 

 

 (施行期日) 

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日か

ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

 

一 附則第七条の規定 公布の日 

 （食育基本法の一部改正に伴う経過措置） 

 

第四条 この法律の施行の際現に第二十五条
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の規定による改正前の食育基本法第二十六条

第一項の規定により置かれている食育推進会

議は、第二十五条の規定による改正後の食育基

本法第二十六条第一項の規定により置かれる

食育推進会議となり、同一性をもって存続する

ものとする。 

(政令への委任) 

 

第七条 附則第二条から前条までに定めるも

ののほか、この法律の施行に関し必要な経過措

置は、政令で定める。
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４ 第３次食育推進基本計画（概要） 

 

○ 食育基本法（平成17年６月17日法律第63号）第16条に基づき、「食育の推進に関する施策の総合的

かつ計画的な推進を図るため」に、食育推進会議(関係閣僚、民間有識者で構成）が作成 

○ 平成18年３月に最初の計画を作成（平成18年度から22年度まで）し、第３次では平成28年度から32

年度までの５年間について定める 

 

 

○第３次計画のポイント 

■ （コンセプト）「実践の環を広げよう」 

■ 「第１ 食育の推進に関する施策についての基本的な方針」に５つの「重点課題」を掲げる 

(１)若い世代を中心とした食育の推進 

(２)多様な暮らしに対応した食育の推進 

(３)健康寿命の延伸につながる食育の推進 

(４)食の循環や環境を意識した食育の推進 

(５)食文化の継承に向けた食育の推進 

 

 

○第３次計画の概要 

【第１ 食育の推進に関する施策についての基本的な方針】 

１．重点課題 (１)若い世代を中心とした食育の推進   (２)多様な暮らしに対応した食育の推進 

(３)健康寿命の延伸につながる食育の推進 (４)食の循環や環境を意識した食育の推進 

(５)食文化の継承に向けた食育の推進 

２．基本的な取組方針(１)国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成 (２)食に関する感謝の念と理解 

(３)食育推進運動の展開 (４)子供の食育における保護者、教育関係者等の役割 

(５)食に関する体験活動と食育推進活動の実践 

(６)我が国の伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配慮及び農山漁村の活 

性化と食料自給率の向上への貢献 

(７)食品の安全性の確保等における食育の役割 

 

【第２ 食育の推進の目標に関する事項】（目標値：平成 32 年度までの達成を目指すもの） 

１．食育に関心を持っている国民の割合の増加 《現状値》75%⇒《目標値》90%以上 

２．朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数の増加 

《現状値》週平均 9.7 回⇒《目標値》11 回以上 

３．地域等で共食したいと思う人が共食する割合の増加 《現状値》64.6%⇒《目標値》70%以上 

４．朝食を欠食する国民の割合の減少 《現状値》子供 4.4%⇒《目標値》0％ 

《現状値》20 歳代～30 歳代男性 24.7%⇒《目標値》15%以下 

５．中学校における学校給食の実施率の増加 《現状値》87.5%⇒《目標値》90%以上 
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６．学校給食における地場産物等を使用する割合の増加 

《現状値》地場産物を使用 26.9%⇒《目標値》30%以上 

《現状値》国産食材を使用 77.3%⇒《目標値》80%以上 

７．栄養バランスに配慮した食生活を実践する国民の割合の増加 

《現状値》国民 57.7%⇒《目標値》70%以上 

《現状値》若い世代 43.2%⇒《目標値》55%以上 

８．生活習慣病の予防や改善のためにふだんから適正体重の維持や減塩等に気をつけた食生活を実践し

ている国民の割合の増加 《現状値》国民 69.4%⇒《目標値》75%以上 

９．ゆっくりよく噛んで食べる国民の割合の増加 《現状値》49.2%⇒《目標値》55%以上 

10．食育の推進に関わるボランティアの数の増加 《現状値》34.4 万人⇒《目標値》37 万人以上 

11．農林漁業体験を経験した国民の割合の増加 《現状値》36.2%⇒《目標値》40%以上 

12．食品ロス削減のために何らかの行動をしている国民の割合の増加 

《現状値》67.4%⇒《目標値》80%以上 

13．地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承し、伝えている国民の割合の増加 

《現状値》41.6%⇒《目標値》50%以上 

《現状値》若い世代 49.3%⇒《目標値》60%以上 

14．食品の安全性について基礎的な知識を持ち、自ら判断する国民の割合の増加 

《現状値》国民 72.0%⇒《目標値》80%以上 

《現状値》若い世代 56.8%⇒《目標値》65%以上 

15．推進計画を作成・実施している市町村の増加 《現状値》76.7%⇒《目標値》100% 

 

【第３ 食育の総合的な促進に関する事項】 

１．家庭における食育の推進 

２．学校、保育所等における食育の推進 

３．地域における食育の推進（「「食育ガイド」等の活用促進」、「健康寿命の延伸につながる食育推進」、

「歯科保健活動における食育推進」、「栄養バランスに優れた日本型食生活の実践の推進」、「貧困の状  

況にある子供に対する食育推進」、「若い世代に対する食育推進」、「高齢者に対する食育推進」、「食品

関連事業者等における食育推進」、「専門的知識を有する人材の養成・活用」） 

４．食育推進運動の展開 

５．生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等 

６．食文化の継承のための活動への支援等 

７．食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進 

 

【第４ 食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項】 

１．多様な関係者の連携・協働の強化 

２．地方公共団体による推進計画の作成等とこれに基づく施策の促進 

３．積極的な情報提供と国民の意見等の把握 

４．積極的な進捗状況の把握と効果等の評価及び財政措置の効率的・重点的運用 

５．基本計画の見直し 
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